
日弁連業3第289号

2019年（令和元年） 12月2日

法務大臣森 まさこ殿

日本弁護士連合会

会長菊地裕太 償

弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に

ついて（報告）

弁護士法第5条の3第2項の規定に基づき，標記研修の履修の状況について，

別紙のとおり報告します。



報告事項1 研修生の氏名及び生年月日

1983年9月19B

1964年2月22B

1981年9月2日

1983年8月9日

田代俊治

伊藤龍彦

山下良平

有賀祐介

■■■■

深沢正志

船本博昭

星健太

片山一夫

安達悟

大沼和広

大谷清士

藤森卓也

■■■■■

l964年6月24日

1950年2月26日

1982年ll月22日

1959年10月27日

1980年4月3日

l974年8月8日

1973年8月19日

1985年6月27日



報告事項2

平成31年度研修カリキュラム
※この研修は_鋳気など｢やむを得ない事棺｣が無い限り欠嗣 型めらオ

月 日
暇
圖 午前 午後

鐸
峨
》
蝿 備考

研綾翻柵受〃 口①訴状(1)､②訴状②､③弁論要旨等､④準備害
面､⑤契約書起案を配付

８
月

火
水
木
金
一
土

、
１
１
４
１
０
凸
甲
ｊ
Ｈ
印
４
Ｊ
■
０
Ⅱ
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅱ
０
０
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
ｆ
ｆ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
４
４
１
。
。
１
《
■
マ
・
Ｉ
Ｂ
０
８
０
■
◆
日
日
Ⅱ
日
日
■
日
日
０
・

別
創
型
朗
一
剛
25 日

日

火
一
水

マ
‐
１
‐
‐
ｊ
ｕ
８
－

湖
一
四
一
配

９
－
０

２
－
３

’
十

’
木
金

31 土

ガイダンス･民事裁判手続

刑事弁護概論

一マーーーー■ローー■■ コ画一画 一■ 卓 守 宅凸一■ずウマー■一一一二牛一一一 一一一一 一① 令 一圭一一手一一与一

民事弁謹
｜ 刑菖課弁漣浮|‐

要件 混君
一

刑事弁
璽実
護(2)

事実認定
一一一一一一一一一一 一一一一

Ｊ

甲

■ 立証活動
訴状(1)讃解

一一一一一■－口▼

マロ マー ■r一■ー－

上
り
人
日
１
４
１
１
Ⅱ
１
８
０
Ⅱ
１
０
４
人
や
ｑ
ａ
１
４
Ⅱ
ｉ
ｆ
９
１
０
１
０
０
Ａ
１
９
卜
９

５
５

１
１
－

一

リ
ロ
ー

５
－
５

5
＝今で －－

5 1
画■ －→－－

０
４
Ｉ
４
０
４
Ｐ
０
ｆ
１
１
Ｂ

－

【午前】10時-12時【午後】1時～4時
司法研修所の民事第1審手続解説ビデオ上映と解説､基
礎的な択一式問題
【午前】10時～12時【午後】1時～4時
研修を始めるに当たってのガイダンス､司法研修所の刑
事弁護ビデオ上映と解説､基礎的な択一式問題

■■』 ■ -マー 寺 司一甲 ＝■ー－－－－■ 当面一一 P－ご－－一一 一

■①訴状(1)提出【午前中必着】
－－一一一一F 一 一一▲ ＝ 』今一一

一一一一画左LP一■ 皇国一■■ｮ 一一二→●、 可一一一= 色 色 ユュ ロ ゴ b■ 凸 ＝圭一 一 一 一

【午前】10時～12時【午後】1時～4時
－

【午前】10時～12時【午後】1時～4時

【午前】10時～12時【午後】1時～4時

【午前】10時～12時【午後】1時～4時

一己 ■－Lや ニ ーコユ再■ △▲ b 争上－ 四一L 一 ム ーーユ

一一－一一一一一一一一一一一マーマーーーマ－－－

９
【
月

１
０
月

旦
月
火
永

●
！
。
，
。
●
０
０
８
９
●
↑
，
ｉ
ｆ
，
才
令
争
勺
ｆ
ｑ
ｆ
！
Ｊ
４
１
△
ｌ
ｒ
１
，
Ｉ
ｆ
ｒ
ｌ
ｂ

１
－
２
３
－
４

５
６

木
一
金

7 土

8 日
月
一
火
一
水
一
木

一
・
ｌ
１
１
◆
７
１
７
０
０
０
０
０
日
１
９
０
１
８
１
０
０
０
日
日
日
日
日

９
－
扣
一
Ⅷ
掴

金
王
一
日

13

14
■
■
〃
■
■
ワ
ト
ｒ
Ｌ
ｐ
１
ｆ
里

月
火

澗
而

17

水
一
木
一
金

『

ｌ

一

凸
◆
‐
ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
●
■
Ｉ
０
１
ｉ
０
△
Ｔ
ｌ
■
０
ｆ
０
１
日
０
０
日
ロ
０
．
■

18

９
０

－
１
２

土
百
一
且
火Ｉ
１
２
－
３
’
４

２
－
２
雲
２
ヱ
２

｜
洲

水
木
一
金
王

酬
刎
万
画

月
一
火
水
木
金

Ｐ
Ｐ
●
９
１
１
１
１
９
１
ト
ー
リ
‐
－
１
ｌ
９
Ｇ
：
‐
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
６
■
Ⅱ
０
■
７
０
９
０
凸
■
■
Ⅱ
■

30

－
１
２
３
４

法律事務所における実務研修
(9/2-9/27）

※執務の開始･終了時刻は
事務所によって異なります。

一口茸■画一一一

訴状(2)講評

弁論要旨等講評
準備書面講評
契約書･和解条項講評

▲ 一一三一一一 一イーーL 4÷ゆ－ －■一夕－－亜G＝せ－F 色

集合研修の確認。
弁護士倫理

一

一一一一

’
ｌ
’
ず

一一

↓

･・ ←“ 辱÷一・・一一→一一冬一 －．－．－－1－◆－÷一

そ● 七色－ =

ワ
．
１
２
千
ｄ
０
ｆ
■
Ｂ
１
ｆ
ｒ
８
Ｕ
■
Ｉ
Ｂ
ｑ

一

=写生一寸=守一－

「

ｊ

ａ

４

▲

。

Ｆ

一

－－－

－◆ 一 宇

１
１

一

一

一

一

一

一
一
一
↓
一
一

一
一
一
一
一
一
一

１
１
１
↑
１
１
心
’
１
１
１
１
！
；
寺
‐
・
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
↓
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
‐
１
４
！
‐
Ｉ
．
．
‐
・

－

－

1■■■■■■■

‐
１
。
！
Ｉ
’
１
１
１
１
乃
守
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｔ
１
１
１
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
１
１
ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
ｌ
Ｉ

－
一
一
一

一一一

－
６
’
６
６
６
６

一

－-一一－ﾏ一一 F一一一一一一一一一r－－一一一－ 四L一■々一÷ －■ －－一一一凸 -

－ －軋一－－－■一凸一己一 －－口一～

■②訴状(2)起案提出【午後5時30分必着】
--ﾕ話-,÷■今 L △ ■司一､＝今全一6か､一“q－町ヴ÷‐もし ･一一一か一作－－～一一一4 ■毎＝■己＝=－ ■竜一, ＝、 Q一一一一二▲- , e －－ － L－品 －－

与り 三一一一q '－司一一■ 5 』 ■－ 4 一ユーニー一一一一ー◇一一一→ －－－，－－ － 一‐ロー■ 一 ‐ ＝ご△』芋■毛 やﾏ 子 F守今寸 一司 ,口－－‐

－－－－の一

画③弁論要旨,④準衞書面,⑤契約書起案提出
【子後5蹟30分必董】

一寺凸可 ｮ－ー→③一一一一一ー －－－－画 五－■ ＝

一一一一一一一一一一一一一一 - ‘ ﾛ ..■_ 今 ﾛつ一一 .■一

－÷笹一一一一一や寺 － 句一 ● ▽ 凸 . ■－

屡一－－－ －－ 一 - ﾛ ﾏｰ'一＝F ､－ J ユ■ 一=－-巴 一一一－－－－ 弓 . ､ -

戸凸一一ママー ロ ■土卓寸｡■■‐わ一‐■＝ 二 中マー■一一二 や■． 申冬畢ローヘ 一一一 一一一--◇寺一一ﾏ ÷ 一一一 苧 －－= －● 古一一音 F一・一＝ ■ ■ b■■■P＝一 ゴ h圭 凸＝ ﾛｰ』－ ▲

一』 令 』

D一F－ごー～ P 凸 、－ｲｰ ｡－－－－fF－G －－－p■ 凸守 ﾜ マ マ

一コ一一一 二 二 一一 ÷一一－ 一寺Ⅱーマ ■一一 ＝ △一一二凸 －－ －4 ■÷÷ 一 ③一一一寺

【午前】10時～12時【午後】1時～5時
－－一－－－ ユー－－－マーや~一宇 F 三

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

【午前】10時～11時30分【午後】12時30分～5時

60 1“



報告事項S 申請者の研修における出席状況及び受講態度

本年度の研修生の出席状況及び受講態度について，以下のとおり報告します。

[集合研修］

■■■■■■■■

■■■■■

[実務研修］

■■■■■■■■■■■■



報告事項4研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての

意見

研修の課程を修了したと認められる者

田代俊治

伊藤龍彦

山下良平

有賀祐介

深沢正志

船本博昭

星健太

片山一夫

安達悟

大沼和広

大谷清士

藤森卓也

1

2研修の課程を修了したと認められない者

■■■■■■



報告事項5 その他参考となる事項

1 本年度の研修生

本年度の研修を受講する者（以下「研修生」という｡）は当初14名で，■■

研修最終日は13名

であった。

2本年度のカリキュラムの特徴

本年度のカリキュラムは，報告事項2のとおりである。

本年度も，基本講義（集合研修Ⅲ）の行われる前に2日間，民事刑事の各訴

訟手続について基礎的知識を学ぶこととし，民事については司法研修所の「民事

訴訟第一審手続の流れ｣，刑事については司法研修所制作による「はじめての裁

判員裁判」の各DVDを上映しながら講師による解説を行った。そして， この際

に民事・刑事の基礎的な択一式の設問を行い，研修生に現時点での自身の理解度

を自覚してもらうこととした。

また， これからの起案がどのようなものかを教えるために，本来の起案の前に

研修生に訴状の起案（起案1）を作成・提出させ, これを添削の上，基本講義の

最終日に返却し，その後の起案への準備をさせることとした。

そして， この起案についての評価(ABCD)については，講評時に研修生に

も伝え，今後の起案作成の参考にしてもらった。また，起案講評日の昼休みには

講師らと食事をとりながら，研修生から起案に当たって苦労した点などを聞くと

ともに，研修担当者が直接，今後の受講や起案についての助言を与えることとし

た。

3研修の結果について

本年度の研修の結果は，報告事項4のとおりである。研修を修了したと認めら

れるか否かについては，集合研修担当講師による会議， 日弁連総合研修センター

による検討を経た後，研修修了審査会議において最終的な検討を行った。研修の

結果については， 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修にお

ける日弁連総合研修センターの評価及び意見に関する基準」第3条及び第4条に

基づき決定した。

4研修の修了について

「研修が修了したと認められるか否か」については，起案2ないし5の各評価

と講評での応答や受講態度などを検討し，その中のD評価の有無等によって判断

1



することとした。ただし, C評価が多い場合については, C評価の起案の一部に

ついて再起案の提出を求めることとした。

■

I■■■■

5その他

(1)受講状況について
〃

(2)起案について

事前に法務省において受講経験者を講師にするなどして，研修に臨む姿勢に

ついてガイダンスを行ったことが一定の役割を果たしていたと思われる。

■■■■■■■■

以上

2



[参考資料］

平成31年度弁護士法5条の規定による弁護士業務についての研修（報告事項1及び4）
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ごヨ l＝

田代俊治

伊藤龍彦

山下良平

有賀祐介

船本博昭

星健太

片山一夫


